
概算数量発注方式特記仕様書 

 

 

 本工事の施工にあたっては、長岡市概算数量発注方式試行要領によるほか、本

特記仕様書に基づき実施するものとする。 

 

１ 本工事は、概算数量発注方式により発注する工事である。 

２ 予定価格は、概算数量により積算したものである。 

３ 工事計画図書の作成は、受注者が行うものとする。 

４ 受注者は、工事施工前に工事計画図書を協議書（工事打合簿）により監督員

に提出のうえ、承諾を得るものとし、指示書（工事打合簿）により工事を施工

するものとする。 

５ 発注者は、工事計画図書に基づき設計数量を確定し、設計変更を行うものと

する。 


